
奈良県広域水道企業団水質検査等の受託に関する規程の一部を改正する規程

をここに公布する。 

令和８年３月２７日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第１４号 

奈良県広域水道企業団水質検査等の受託に関する規程の一部を改正する

規程 

奈良県広域水道企業団水質検査等の受託に関する規程（令和７年３月企業管

理規程第３８号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「全５１項目」を「全５２項目」に、「１２３，０００円」を

「１３６，０００円」に、「７４，０００円」を「８７，０００円」に、「９

８，０００円」を「１１１，０００円」に、 
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                        」 

別記様式中「５１項目」を「５２項目」に、「１２３，０００」を「１３６，

０００」に、「３９項目」を「４０項目」に、「９８，０００」を「１１１，

０００」に、「４９項目」を「５０項目」に、「７４，０００」を「８７，０

００」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

「 
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
陰ｲｵﾝ界面活性剤
非ｲｵﾝ界面活性剤
ﾌｪﾉｰﾙ類
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ
抱水ｸﾛﾗｰﾙ
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及び
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA)

水質基準項目 1項目につき
13,000円

水質管理目標設定項目
を 

「 
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
陰ｲｵﾝ界面活性剤
非ｲｵﾝ界面活性剤
ﾌｪﾉｰﾙ類
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)(別名PFOS

)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ
抱水ｸﾛﾗｰﾙ

水質基準項目 1項目につき
13,000円

水質管理目標設定項目

に改める。 


